
　
　
　
　
三
藩
市
唐
人
街
の
社
会
構
造
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
広
肇
輩
　
の
　
一
　
典
型
ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
　
　
田
　
　
直
　
　
作

　
　
　
　
　
　
三
　
三
藩
市
中
華
総
会
館
の
成
立

　
中
華
会
館
の
名
称
―
当
初
カ
州
に
達
出
し
た
広
東
省
か
ら
の
華
僑
労
働
者
達
は
ほ
と
ん
ど
時
を
お
か
な
い
で
、
概
し
て
そ
の
出
身

地
の
県
別
に
相
互
扶
助
団
体
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
ｏ
そ
こ
に
は
広
東
省
と
い
っ
て
も
、
商
人
的
な

潮
州
方
面
の
出
身
者
は
み
ら
れ
な
い
し
、
隣
接
者
の
福
建
の
潭
州
・
泉
州
方
面
出
身
の
典
型
的
な
海
上
商
人
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る

厦
門
商
人
系
統
の
進
出
も
み
て
い
な
い
。

　
今
世
紀
に
な
っ
て
、
著
名
の
福
建
商
人
の
周
崧
が
ア
メ
リ
カ
の
主
要
各
都
市
に
、
ヮ
ン
・
ダ
ラ
ー
・
ス
ト
ア
ー
の
連
鎖
店
経
営
に

成
功
し
て
い
る
が
、
広
肇
帑
系
の
唐
人
街
か
ら
は
遊
離
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
華
僑
社
会
の
ご
と
く
、
江

戸
初
期
の
唐
館
時
代
か
ら
中
国
各
地
出
身
の
貿
易
商
人
を
主
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
場
合
と
は
相
違
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
三
藩
市
唐
人
街
の
社
会
構
達
（
二
）
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唐
人
街
は
広
肇
帑
系
の
苦
力
労
働
者
出
身
を
主
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
は
別
個
の
特
性
が
検
出
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
の
う
ち
に
展
開
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
そ
の
時
期
は
明
確
に
し
え
な
い
が
、
如
上
岡
州
・
三
邑
・
陽
和
・
甯
陽
・
人
和
の
五
大
会
館
が
成
立
を
み
て
い

た
一
八
五
四
年
以
後
か
ら
、
一
八
六
二
年
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
各
会
館
に
関
連
す
る
共
通
事
項
の
調
整
の
た
め
の
上
位
の
集
成

団
体
と
し
て
「
中
華
公
所
」
a
(
c
h
u
n
g

W
a
h

K
u
n
g

S
a
w
｡

o
r
t
h
e
F
i
v
e
C
o
m
p
a
n
i
e
s
）
の
成
立
を
み
、
俗
に
「
五
公
司
」
と

し
て
知
ら
れ
て
い
だ
。
そ
の
後
一
八
六
二
年
に
お
よ
ん
で
「
合
和
会
館
」
の
設
立
に
と
も
な
い
、
六
大
会
館
の
成
立
を
み
、
同
年
か

ら
「
中
華
会
館
」
と
改
称
さ
れ
、
俗
に
「
大
公
司
」
=
　
T
h
e

C
h
i
n
e
s
eS
i
x

C
o
m
p
a
n
i
s
e
と
呼
称
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
一
八

九
〇
年
代
の
遅
く
に
「
肇
慶
会
館
」
の
成
立
を
み
、
そ
の
直
後
合
和
会
館
か
ら
脱
出
し
た
恩
平
・
開
平
両
県
人
が
「
恩
平
会
館
」
を

組
織
す
る
と
と
も
に
、
中
華
会
館
は
事
実
上
「
八
公
司
」
と
な
っ
た
が
、
既
述
の
ご
と
く
恩
平
会
館
が
肇
慶
会
館
と
合
体
す
る
と
と

も
に
、
中
華
会
館
は
七
会
館
の
上
位
団
体
と
し
て
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。
だ
が
、
七
公
司
と
呼
称
す
る
こ
と
な
く
、
今
日
で
も
俗

に
「
六
公
司
」
と
呼
ば
れ
、
三
藩
市
中
華
総
会
館
の
入
口
の
欄
間
に
は
f
(
c
h
i
n
e
s
e

S
i
x
C
o
m
p
a
n
i
e
s
”
と
今
日
で
も
明
記
さ
れ
て

い
る
。
現
在
の
会
館
法
人
名
は
正
確
に
は
「
駐
美
中
華
総
会
館
」
a
T
h
e

C
h
i
n
e
s
e
C
O
n
s
o
l
i
d
a
t
e
d
B
e
n
e
v
o
l
e
n
tA
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n

あ
っ
て
、
全
米
各
地
の
中
華
会
館
の
本
部
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
中
華
会
館
」
の
名
称
は
十
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
日
本
の
み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
の
各
主
要
都
市
に
成
立
し
た
同
様
な
上
位
団

体
の
そ
れ
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
外
的
に
は
、
ペ
ナ
ン
の
「
平
章
会
館
」
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
の
「
中
華
大
会
堂
」
、
シ

ョ
ロ
ン
の
「
七
府
公
所
」
の
ご
と
く
独
自
の
名
称
を
よ
ぶ
場
合
も
あ
っ
た
。
当
時
の
本
国
は
満
洲
族
の
愛
親
覚
羅
朝
の
支
配
下
に
あ

っ
た
が
、
海
外
で
は
中
華
の
民
族
意
識
の
風
潮
の
高
ま
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
、
中
華
会
館
名
の
使
用
を
み
る
に
い
た
ら
し
め
る
も
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の
と
み
ら
れ
る
。

　
日
本
に
は
戦
前
「
神
阪
中
華
会
館
」
（
（
一
八
九
二
年
成
立
）
、
「
横
浜
中
華
会
館
」
（
一
八
七
三
年
成
立
）
、
「
函
館
中
華
会
館
」
（
一

九
一
三
年
成
立
）
の
三
中
華
会
館
が
全
日
本
の
華
僑
社
会
を
地
域
的
に
三
分
し
て
、
上
位
の
集
成
団
体
と
し
て
の
機
能
を
果
し
て
い

た
。
戦
後
は
全
国
性
的
な
「
華
僑
総
会
」
と
改
称
・
改
組
さ
れ
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
、
現
在
「
中
華
会
館
」
、
も
し
く
は
「
中
華
公
所
」
の
所
在
す
る
都
市
名
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
（
都
市
名
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
館
名
）

　
　
Ｂ
ａ
ｋ
ｅ
ｒ
ｓ
ｆ
ｉ
ｅ
ｌ
ｄ
,
Ｃ
ａ
ｌ
ｉ
ｆ
.
北
加
斐
中
華
会
館

　
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｓ
ｎ
ｏ
,

＊
>
!

=
斐
市
那
中
華
会
館

　
　
Ｌ
ｏ
ｓ
　
Ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
,
　
　
　
　
　
　
＊
＞

=
羅
省
中
華
会
館

　
　
Ｓ
ａ
ｏ
ｒ
ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｏ
,
　
　
　
　
　
　
　
≪
≪
>

―
金
山
二
埠
中
華
会
館

　
　
Ｓ
ａ
ｎ
　
Ｄ
ｉ
ｅ
ｇ
ｏ
,≪
％

=
山
姐
古
中
華
会
館

　
　
Ｓ
ｔ
ｏ
ｏ
ｋ
ｔ
ｏ
ｎ
,

*
*
s

=
市
作
頓
中
華
会
館

　
　
W
a
ｔ
ｓ
ｏ
ｎ
ｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
,
　
　
　
　
　
　
　
＊
≫

=
控
慎
委
利
中
華
会
館

　
　
Ｓ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
　
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ａ
,
　
*
％

=
山
地
把
罷
中
華
会
館

　
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｕ
ｓ
ｔ
ａ
,
Ｇ
ａ
.

=
握
加
市
打
中
華
会
館

　
　
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ａ
ｇ
ｏ
,
Ｉ
ｌ
ｌ
.

=
芝
加
哥
中
華
会
館

　
　
Ｂ
ａ
ｌ
ｔ
ｉ
ｍ
ｏ
ｒ
ｅ
,
　
Ｍ
ｄ
.

=
保
地
磨
中
華
公
所
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Ｂ
ｏ
ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
｡
　
　
Ｍ
ａ
ｓ
ｓ
.

=
波
士
頓
中
華
公
所

　
　
Ｎ
ｅ
w
　
Ｙ
ｏ
ｒ
ｋ
｡
　
Ｎ
.
Ｙ
.

=
紐
育
中
華
公
所

　
　
Ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
゛
０
ｒ
ｅ
.

=
鉢
侖
中
華
合
館

　
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ａ
ｄ
ｅ
ｌ
ｐ
ｈ
ｉ
ａ
｡
　
　
Ｐ
ａ
.
=
費
城
中
華
公
所

　
　
Ｐ
ｉ
ｔ
ｔ
ｓ
ｂ
ｕ
ｒ
ｇ
ｈ
｡
　
　
Ｐ
ａ
.

=
必
珠
ト
中
華
会
館

　
　
ｓ
ａ
ｎ
　
Ａ
ｎ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｏ
｡
Ｔ
ｅ
ｘ
ａ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
=
山
且
寸
中
華
公
所

　
　
Ｓ
ｅ
ａ
ｔ
ｔ
ｌ
ｅ
｡
　
W
a
ｓ
ｈ
.

=
舎
路
中
華
会
館

　
　
W
a
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
ｏ
ｎ
｡
　
Ｄ
.
ｃ
・
　
　
　
＝
美
京
中
華
会
館

　
公
司
の
名
称
ｕ
‥
何
れ
に
も
せ
よ
、
合
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
け
る
七
大
会
館
の
成
立
を
み
る
に
い
た
る
ま
で
は
、
前
節
に

明
ら
か
に
し
た
通
り
の
各
地
集
団
の
離
合
集
散
を
み
、
一
つ
の
固
定
し
た
勢
力
分
布
図
を
形
成
し
て
き
て
い
る
。
当
初
の
金
鉱
開
発

の
苦
力
労
働
者
集
団
が
や
が
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
各
主
要
都
市
へ
の
前
期
的
な
商
工
業
者
と
し
て
一
歩
前
進
し

て
ゆ
く
が
、
そ
の
場
合
に
も
な
お
資
本
的
集
団
と
し
て
よ
り
は
、
同
姓
・
同
村
・
同
県
出
身
の
労
働
者
集
団
、
も
し
く
は
血
縁
的
・

地
縁
的
の
自
然
的
人
的
結
合
集
団
と
し
て
勢
方
範
囲
を
画
定
し
て
ゆ
く
傾
向
が
判
然
と
く
み
と
ら
れ
る
。

　
十
八
・
九
世
紀
の
東
南
ア
ジ
ア
ヘ
の
苦
方
労
方
進
出
の
時
期
に
お
け
る
傾
向
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
血
縁
・

地
縁
に
よ
る
苦
力
労
働
者
集
団
を
背
景
と
し
て
頭
家
＝
T
a
w
k
a
y
（
親
方
）
が
公
司
を
組
織
し
て
阿
片
・
酒
・
賭
博
・
娼
妓
等
の

フ
ァ
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咄

収
税
の
上
に
苦
力
労
働
者
の
血
汗
を
収
奪
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
公
司
資
本
」
を
蓄
積
形
成
し
て
い
っ
た
ｏ
西
ボ
ル
ネ
オ
の
ポ
ン
チ
ア
ナ

に
お
け
る
金
鉱
区
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
客
家
大
羅
芳
伯
（
広
東
省
嘉
応
州
石
扇
堡
人
）
の
ひ
き
い
る
嘉
応
州
客
家
の
蘭
芳
公
司
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（
l
7
7
7
-
l
8
8
4
）
’
マ
ラ
ヤ
の
ペ
ラ
州
の
錫
鉱
区
に
お
け
る
四
邑
帑
の
義
興
公
司
と
客
家
都
…
の
海
山
会
司
の
械
斗
（
1
8
6
2
-
1
8
7
4
)
　
一

九
世
紀
初
頭
マ
ラ
ッ
カ
に
お
け
る
福
建
帑
の
組
織
し
た
海
関
会
司
、
セ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
錫
鉱
区
に
お
け
る
甲
必
丹
葉
徳
来
（
広
東
省
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ピ
タ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

陽
県
淡
水
鎮
客
家
人
）
の
ひ
き
い
る
葉
氏
会
司
（
葉
徳
来
甲
必
丹
支
配
ｌ
8
6
6
ｌ
ｌ
8
8
5
）
の
ご
と
き
は
そ
の
顕
著
な
存
在
で
あ
っ
た
。
公

司
制
支
配
の
時
期
は
ま
た
苦
力
貿
易
の
時
期
と
も
連
ら
な
っ
て
い
た
。
ペ
ナ
ン
に
お
け
る
邱
氏
公
司
（
福
建
省
海
澄
県
新
江
社
＝
邱

氏
同
姓
村
落
）
の
邱
天
徳
も
ス
マ
ト
ラ
の
ア
サ
ハ
ン
の
タ
バ
コ
栽
培
へ
の
苦
力
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
の
六
公
司
も
、
そ
の
初
期
に
は
金
鉱
開
発
、
鉄
通
建
設
の
苦
力
集
団
で
あ
っ
て
、
当
初
は
現
在
の
会
館
名
で
は
な
く
、
公
司

名
を
使
用
し
て
い
た
の
が
、
今
日
の
六
公
司
、
す
な
わ
ち
中
華
会
館
の
俗
称
と
し
て
残
存
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
当
初
の
苦

力
集
団
と
し
て
の
公
司
時
期
に
は
、
と
く
に
土
語
と
出
身
地
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
緊
密
な
結
集
の
も
と
に
、
苦
力
契
約
の
処
理
・

入
出
国
・
内
部
紛
争
の
解
決
・
相
互
援
助
等
の
概
能
を
果
さ
し
め
て
い
た
が
、
や
が
て
公
司
集
団
相
互
間
の
問
題
処
理
、
さ
ら
に
対

外
的
に
共
通
問
題
処
理
の
た
め
上
位
団
体
と
し
て
の
「
六
公
司
」
の
成
立
を
み
る
に
い
た
ら
し
め
た
。
以
下
、
六
公
司
、
す
な
わ
ち

中
華
会
館
の
観
造
と
概
能
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ド
　
　
ク

　
な
お
、
公
司
の
名
称
は
公
班
衙
=
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ
か
ら
き
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
コ
ン
パ
ニ
ー
ー
ｌ
a
C
o
m
p
a
g
n
i
e
が
「
特
権

会
社
」
を
意
味
し
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ヂ
ー
ム
の
崩
壊
と
と
も
に
そ
の
名
称
も
、
英
語
の
場
会
の
ご
と
く
今
日
の
会
社
名
と
し
て
使

用
さ
れ
る
こ
と
な
く
消
滅
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
「
公
班
衙
」
も
重
商
主
義
時
期
の
特
権
会
社
と
し
て
の
西
欧
の
諸
東
イ

ン
ド
会
社
を
指
称
し
て
い
た
。
当
初
の
東
イ
ン
ド
会
社
が
特
権
的
貿
易
団
体
と
し
て
以
外
に
、
貨
幣
鋳
造
権
・
要
塞
・
軍
隊
命
令
権

・
同
盟
締
結
・
平
時
戦
時
の
外
交
権
・
裁
判
権
を
も
と
な
う
領
土
支
配
権
を
も
つ
強
力
な
特
権
的
支
配
団
体
の
実
体
を
具
傭
す
る
政

治
的
商
事
団
体
と
し
て
の
特
殊
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
公
司
」
=
　
K
o
n
g
s
i
　
も
こ
の
公
班
衙
を
模
範
と
し
て
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い
た
。
前
述
の
蘭
芳
公
司
・
海
関
公
司
・
葉
氏
公
司
等
は
武
装
さ
れ
た
収
税
権
を
も
つ
自
治
王
国
で
も
あ
っ
た
。

　
カ
州
の
各
六
公
司
も
、
当
初
は
斧
頭
仔
=
　
H
a
t
c
h
e
t
m
e
n
以
下
の
暴
方
的
な
高
度
の
自
治
制
を
と
も
な
う
団
体
で
あ
っ
て
、
前

記
の
公
司
と
も
相
似
的
な
特
性
を
備
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
暴
方
的
色
彩
を
と
も
な
う
「
公
司
」
名
を
漸
次
回

避
し
て
、
平
穏
な
「
会
館
」
の
名
称
を
採
用
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
当
初
の
苦
方
集
団
と
し
て
の
公
司
時
期
に
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
と
く
に
土
語
と
出
身
地
と
を
同
じ
く
す
る
も
の
が
、
地
縁
的
に

緊
密
に
各
地
方
別
に
結
集
し
、
各
自
の
苦
力
契
約
一
入
出
国
問
題
の
処
理
・
内
部
紛
争
の
解
決
・
勢
力
範
囲
の
画
定
・
外
部
か
ら
の

不
当
待
遇
に
対
抗
・
相
互
扶
助
の
施
設
等
の
機
能
を
果
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
、
各
公
司
相
互
間
の
紛
争
の
解
決
、
移
民
問
題
等
に

関
連
す
る
共
通
問
題
の
処
理
・
学
校
・
医
院
等
の
社
会
施
設
の
運
営
の
た
め
、
各
華
僑
団
体
の
連
携
に
よ
る
上
位
の
集
成
団
体
と
し

て
の
「
六
公
司
」
す
な
わ
ち
「
中
華
会
館
」
の
成
立
を
み
る
に
い
た
ら
し
め
た
。
こ
の
よ
う
な
気
運
を
促
進
し
た
背
景
に
は
、
政
治

的
に
本
国
の
清
朝
政
府
の
外
交
上
の
無
気
力
、
一
八
七
〇
年
代
ま
で
の
領
事
館
の
不
在
も
有
方
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
右
の
政
治

的
要
因
は
な
お
今
日
で
も
、
本
国
に
お
け
る
国
共
分
裂
の
現
実
か
ら
し
て
継
続
的
に
作
用
し
て
、
中
華
会
館
の
有
方
な
存
在
理
由
と

な
っ
て
い
る
も
の
と
え
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
四
　
中
華
会
館
の
構
造

　
中
華
会
館
の
構
造
＝
‥
　
一
八
五
〇
年
代
に
岡
州
・
衡
陽
・
三
邑
・
陽
和
・
人
和
の
五
公
司
に
よ
り
「
中
華
公
所
」
の
成
立
を
み
、

一
八
六
二
年
に
合
和
会
館
の
設
立
に
よ
り
、
六
公
司
、
も
し
く
は
六
会
館
に
よ
り
「
中
華
会
館
」
の
成
立
を
み
た
こ
と
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
は
肇
慶
会
館
の
参
加
に
よ
り
、
中
華
会
館
は
七
会
館
の
代
表
に
よ
り
共
同
運
営
さ
れ
る
調
整
機
関
と
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な
り
、
各
会
館
は
そ
の
所
属
会
員
数
に
比
例
し
て
一
定
数
の
委
員
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
オ
ー
テ
ィ
ス
・
ギ
ブ
ソ
ン
師
の
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
一
人
七
六
年
四
月
一
日
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
華
僑
人
口
数
は
次

　
　
　
　
　
　
㈲

の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
会
館
名
）
　
　
　
　
　
（
人
口
数
）

　
　
寓
陽
会
館
…
…
…
…
…
七
五
、
〇
〇
〇
人

　
　
合
和
会
館
…
…
…
…
…
三
四
、
〇
〇
〇
人

　
　
岡
州
会
館
…
…
…
…
…
一
五
、
〇
〇
〇
人

　
　
陽
和
会
館
…
…
…
…
…
一
二
、
〇
〇
〇
人

　
　
三
邑
会
館
…
…
…
…
…
一
一
、
〇
〇
〇
人

　
　
人
和
会
館
…
…
…
…
…
…
四
、
三
〇
〇
人

　
　
合
　
　
計
…
…
…
…
一
五
一
、
三
〇
〇
人

　
右
の
一
八
七
六
年
当
時
に
は
、
な
お
肇
慶
会
館
の
成
立
を
み
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
人
口
数
の
み
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ホ
ー
イ
の
明
ら
か
に
す
る
一
九
四
二
年
当
時
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
七
会
館
の
会
員
数
は
次
の
通
り

　
　
�

で
あ
る
。

　
　
　
（
会
館
名
）
　
　
　
　
　
（
会
員
数
）
　
　
　
　
　
　
百
分
比

　
　
衡
陽
会
館
…
…
…
…
…
一
三
、
五
〇
〇
人
　
　
　
四
六
％
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肇
慶
会
館
…
…
…
…
…
…
四
、
〇
〇
〇
人
　
　
　
一
六
％

　
　
合
和
会
館
…
…
…
…
…
…
三
、
〇
〇
〇
人
　
　
　
一
一
％

　
　
岡
州
会
館
…
…
…
…
…
…
二
、
五
〇
〇
人
　
　
　
　
九
・
五
％

　
　
陽
和
会
館
…
…
…
…
…
…
二
、
五
〇
〇
人
　
　
　
　
九
・
五
％

　
　
三
邑
会
館
…
…
…
…
…
…
一
、
五
〇
〇
人
　
　
　
　
六
％

　
　
人
和
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
五
〇
〇
人
　
　
　
　
一
％

　
　
合
　
　
計
…
…
…
…
…
二
七
、
五
〇
〇
人
　
　
一
〇
〇
％

　
華
僑
人
口
は
入
国
禁
止
と
各
都
市
へ
の
分
数
化
に
よ
っ
て
、
右
の
両
年
度
の
そ
れ
を
比
較
す
る
場
合
激
減
を
み
て
い
る
が
、
な
お

そ
の
各
会
館
人
口
数
の
比
例
は
ほ
と
ん
ど
変
化
を
み
て
い
な
い
。

　
各
会
館
か
ら
中
華
会
館
へ
の
代
表
（
商
董
）
派
遺
数
は
、
一
九
四
二
年
当
時
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ホ
ー
イ
の
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で

は
、
会
員
数
五
〇
〇
名
毎
に
代
表
一
名
を
派
遣
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
前
掲
会
員
数
に
し
た
が
っ
て
、
寓
陽
会
館
二
七

名
、
肇
慶
会
館
八
名
、
合
和
会
館
六
名
、
岡
州
会
館
五
名
、
陽
和
会
館
五
名
、
三
邑
会
館
三
名
、
人
和
会
館
一
名
の
割
宛
と
な
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
七
会
館
か
ら
選
出
の
合
計
五
五
名
の
代
表
が
中
華
会
館
の
理
事
会
、
い
わ
ゆ
る
董
事
会
、
す
な
わ
ち
そ
の
評
議

部
を
構
成
し
て
い
た
・
七
会
館
の
各
主
席
が
中
華
会
館
の
主
席
団
を
構
成
し
ヽ
会
館
の
執
行
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
な
お
、
七
会
館
の
会
員
数
に
つ
い
て
、
陳
匡
民
の
明
ら
か
に
す
る
一
九
五
〇
年
度
の
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
会
館
名
）
　
　
　
　
　
（
会
員
数
）

　
　
日
寓
陽
会
館
　
　
　
　
一
七
、
〇
〇
〇
人
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印
肇
慶
会
館
　
　
　
　
　
八
、
○
○
○
人

　
　
句
合
和
会
館
　
　
　
　
　
七
、
〇
〇
〇
人

　
　
糾
陽
和
会
館
　
　
　
　
　
七
、
〇
〇
〇
人

　
　
㈲
岡
州
会
館
　
　
　
　
　
五
、
〇
〇
〇
人

　
　
㈲
三
邑
会
館
　
　
　
　
　
五
、
〇
〇
〇
人

　
　
叫
人
和
会
館
　
　
　
　
　
一
、
〇
〇
〇
人

　
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
五
〇
、
〇
〇
〇
人

　
右
の
会
員
数
の
比
率
は
、
ホ
ー
イ
の
明
ら
か
に
す
る
一
九
四
二
年
度
当
時
の
そ
れ
と
は
順
位
は
か
わ
ら
な
く
て
も
、
若
干
の
変
更

を
み
て
い
る
。
だ
が
、
ホ
ー
イ
の
明
ら
か
に
し
た
一
九
四
二
年
当
時
の
七
会
館
の
派
遣
商
董
数
比
率
、
主
席
団
の
構
成
は
一
九
六
四

年
度
現
在
で
も
何
等
の
変
更
を
み
て
い
な
い
。
一
九
六
四
年
度
の
中
華
会
館
の
「
主
席
団
」
は
衡
陽
会
館
主
席
伍
氏
、
肇
慶
会
館
主

席
方
氏
、
合
和
会
館
主
席
胡
氏
、
岡
州
会
館
主
席
趙
氏
、
陽
和
会
館
主
席
郭
氏
、
三
邑
会
館
主
席
潘
氏
、
人
和
会
館
主
席
陳
氏
の
七

名
と
、
通
事
=
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
の
雷
氏
（
寓
陽
会
館
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
董
事
」
も
し
く
は
「
商
董
」
の
七
会
館
派
遣
員
数
は
一
九
四
二
年
当
時
と
何
等
か
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
一
九
六
四
年
度
は
寓
陽

か
ら
は
黄
仁
俊
以
下
二
七
名
、
肇
慶
か
ら
は
黄
法
堯
以
下
八
名
、
合
和
か
ら
は
余
璞
斉
以
下
六
名
、
岡
州
か
ら
は
鐘
洪
以
下
五
名
、

陽
和
か
ら
は
厳
津
欣
以
下
五
名
、
三
邑
か
ら
は
李
広
泉
以
下
三
名
、
人
和
か
ら
は
張
鏡
礼
一
名
、
計
五
五
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
各
会
館
か
ら
の
商
董
数
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
会
館
自
体
内
部
の
勢
力
分
布
に
し
た
が
っ
て
、
比
例
的
に
選
出
さ
れ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
寓
陽
会
館
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
ご
と
く
そ
の
下
部
に
大
姓
聚
居
に
よ
る
有
力
姓
氏
団
体
が
下
属
し
て
い
る
だ
け
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に
、
寓
陽
会
館
か
ら
の
選
出
商
董
数
二
七
名
（
一
九
六
四
年
度
）
の
内
訳
は
黄
姓
六
名
、
李
姓
五
名
、
雷
姓
四
名
、
朱
姓
二
名
、
以

下
鄙
・
陳
・
林
・
劉
・
譚
・
甄
・
許
・
馬
・
蔡
・
伍
・
各
一
名
宛
と
な
っ
て
い
る
。
蜜
陽
会
館
自
体
の
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
六
〇

年
に
お
よ
ぶ
二
四
年
間
の
主
席
の
毎
年
度
選
出
回
数
は
、
黄
姓
六
回
、
李
姓
四
回
、
雷
姓
二
回
、
朱
姓
二
回
、
以
下
鄙
・
陳
・
林
・

劉
・
譚
・
甄
・
許
・
馬
・
蔡
・
伍
・
各
一
回
宛
の
ご
と
く
、
右
の
商
董
選
出
比
例
数
と
完
全
合
致
に
近
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
念
の

た
め
、
「
駐
美
台
山
衡
陽
総
会
舘
各
姓
輪
値
正
副
主
席
通
事
表
」
（
由
民
国
三
十
六
年
句
起
至
民
国
五
十
九
年
句
）
を
掲
げ
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
年
扮
　
　
　
　
正
主
席
　
　
副
主
席
　
　
　
　
通
事

　
　
三
十
六
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
宝
　
　
　
　
　
李

　
　
三
十
七
年
　
　
　
李
　
　
　
　
黄
　
　
　
　
　
陳

　
　
三
十
八
年
　
　
　
朱
　
　
　
　
劉
　
　
　
　
　
廖

　
　
三
十
九
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
鄙
　
　
　
　
　
劉

　
　
四
十
年
　
　
李
　
　
　
陳
　
　
　
　
黄

　
　
四
十
一
年
　
　
　
雷
　
　
　
　
林
　
　
　
　
　
四

　
　
四
十
二
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
譚
　
　
　
　
　
林

　
　
四
十
三
年
　
　
　
寿
　
　
　
　
伍
　
　
　
　
　
李

　
　
四
十
四
年
　
　
　
朱
　
　
　
　
胡
　
　
　
　
　
譚

　
　
四
十
五
年
　
　
　
陳
　
　
　
　
李
　
　
　
　
　
趙
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四
十
六
年
　
　
　
李
　
　
　
　
温
　
　
　
　
　
潘

　
　
四
十
七
年
　
　
　
劉
　
　
　
　
葉
　
　
　
　
　
謝

　
　
四
十
八
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
陳
　
　
　
　
　
鄙

　
　
四
十
九
年
　
　
　
林
　
　
　
　
廖
　
　
　
　
　
梁

　
　
五
十
年
　
　
李
　
　
　
曽
　
　
　
　
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ

　
　
五
十
一
年
　
　
　
譚
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
張

　
　
五
十
二
年
　
　
　
雷
　
　
　
　
林
　
　
　
　
　
胡

　
　
五
十
三
年
　
　
　
伍
　
　
　
　
李
　
　
　
　
　
盤

　
　
五
十
四
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
劉
　
　
　
　
　
温

　
　
五
十
五
年
　
　
　
蔡
　
　
　
　
黄
　
　
　
　
　
林

　
　
五
十
六
年
　
　
　
馬
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
譚

　
　
五
十
七
年
　
　
　
甄
　
　
　
　
陳
　
　
　
　
　
葉

　
　
五
十
八
年
　
　
　
黄
　
　
　
　
李
　
　
　
　
　
伍

　
　
五
十
九
年
　
　
　
許
　
　
　
　
劉
　
　
　
　
　
梅

　
次
に
、
合
和
会
館
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
た
個
所
（
本
誌
前
号
一
一
〇
―
一
一
一
頁
）
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
、

台
山
県
出
身
の
余
姓
と
、
恩
平
・
開
平
両
県
人
の
大
部
分
の
合
同
に
よ
り
成
立
し
、
そ
の
出
捐
者
総
数
一
、
二
六
七
名
の
う
ち
、
余

姓
は
六
六
三
名
と
そ
の
半
数
程
度
を
占
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
華
会
館
へ
の
派
遣
商
董
数
（
一
九
六
四
年
度
）
六
名
の
う
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ち
、
比
例
的
に
余
姓
三
名
、
以
下
謝
・
鄧
・
胡
各
一
名
と
割
宛
ら
れ
て
い
る
。

　
肇
慶
会
館
に
つ
い
て
も
、
そ
の
会
友
の
う
ち
に
周
姓
・
方
姓
・
関
姓
の
多
い
こ
と
を
述
べ
た
（
本
誌
前
号
・
一
一
二
頁
）
が
、
同
会

館
の
中
華
会
館
へ
の
派
遣
商
董
数
（
一
九
六
四
年
度
）
八
名
の
う
ち
、
周
姓
二
名
、
以
下
方
・
関
・
黄
・
譚
・
陳
・
呉
・
各
一
名
で
、

そ
の
ほ
か
主
席
団
へ
は
方
姓
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
ご
と
く
、
華
僑
諸
団
体
の
役
員
選
出
比
例
数
は
、
そ
の
内
部
の
主
と
し
て
人
口
数
的
、
経
済
団
体
で
は
資
本
的
な
勢
力
分
布

図
を
公
正
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
中
華
会
館
の
総
董
H
1
P
r
e
s
i
d
e
n
t
･
通
事
=

I
n
t
e
r
p
r
e
t
e
r
の
選
出
に
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。

　
今
、
同
会
館
内
に
公
示
さ
れ
て
い
る
総
董
と
通
事
の
輪
番
表
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
本
会
館
総
董
輪
値
（
両
月
一
任
）
、
通
事
輪
値
（
一
年
一
任
）

　
　
　
　
　
　
　
総
董
　
　
　
　
　
　
　
通
事

　
　
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館

　
　
　
　
　
　
　
肇
慶
会
館
　
　
　
　
　
肇
慶
会
館

　
　
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館
　
　
　
　
　
鳶
陽
会
館

　
　
　
　
　
　
　
合
和
会
館
　
　
　
　
　
合
和
会
館

　
　
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館

　
　
　
　
　
　
　
岡
州
会
館
　
　
　
　
　
岡
州
会
館

　
　
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館
　
　
　
　
　
衡
陽
会
館
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陽
和
会
館
　
　
　
　
　
陽
和
会
館

　
　
　
　
　
　
　
蜜
陽
会
館
　
　
　
　
　
寓
陽
会
館

　
　
　
　
　
　
　
三
邑
会
館
　
　
　
　
　
　
　
　
三
邑
会
館

　
　
　
　
　
　
民
国
十
九
年
五
月
二
日

　
右
に
よ
れ
ば
、
総
董
は
ニ
カ
月
毎
、
通
事
は
１
ヵ
年
毎
の
輪
番
と
な
っ
て
い
る
。
一
〇
回
の
う
ち
衡
陽
全
館
は
五
回
、
そ
の
他
は

人
和
会
館
を
除
い
て
五
全
館
の
各
一
回
宛
輪
番
と
な
っ
て
い
る
。
右
は
、
前
掲
七
全
館
全
員
数
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
通
り
、
寓
陽

全
館
の
そ
れ
が
四
人
％
を
占
め
、
人
和
会
館
の
そ
れ
は
僅
か
に
二
％
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
正
確
に
反
映
せ
し
め
て
い
る
。

　
人
和
会
館
の
排
除
‥
‥
‥
人
和
全
館
（
客
家
系
）
の
中
華
全
館
の
総
董
・
通
事
へ
参
加
し
え
な
い
こ
と
は
、
右
の
人
口
数
の
少
い
こ
と

の
事
情
の
ほ
か
、
問
題
と
な
る
の
は
一
九
世
紀
中
頃
か
ら
本
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
郷
土
の
広
東
省
に
お
い
て
の
客
家
‥
‥
日
H
a
k
k
a
s
｡

o
r
K
e
h
s
と
本
地
=

P
u
n
t
i
s
（
こ
と
に
力
州
進
出
の
客
家
以
外
の
四
邑
系
）
の
間
の
公
類
械
斗
の
事
実
に
つ
い
て
も
み
す
ご
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
両
種
族
の
斗
争
は
同
期
間
に
、
フ
フ
ヤ
の
錫
鉱
区
と
カ
州
の
全
鉱
区
に
ま
で
波
及
し
て
い
た
。
右
に
つ
い
て

は
、
次
節
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
　
客
家
系
人
和
全
館
の
排
除
の
背
景
に
は
。
右
の
対
立
関
係
も
相
当
の
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
連
合
的
構
造
‥
‥
‥
中
華
全
館
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
全
華
僑
を
対
象
と
す
る
全
僑
性
の
機
関
で
あ
っ
て
、
地
六
別
の
七
会
館
か
ら

選
出
さ
れ
る
商
董
五
五
名
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
一
八
六
二
年
前
は
岡
州
・
蜜
陽
・
三
邑
・
陽
和
・
人
和
の
「
五
公

司
」
で
あ
り
、
一
八
六
二
年
合
和
会
館
の
成
立
と
と
も
に
「
六
公
司
」
と
な
り
、
一
八
九
〇
年
代
肇
慶
会
館
の
成
立
と
と
も
に
七
会
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館
に
よ
り
、
会
日
の
中
華
会
館
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
中
華
会
館
は
七
会
館
の
上
に
立
つ
「
大
公
司
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
当
初
は
こ
れ
ら
の
会
館
は
苦
力
労
働
者
集
団
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
度
の
自
治
集
団
生
活
を
何
等
の
法
的
規

制
に
も
と
づ
か
な
い
で
、
自
然
か
つ
巧
妙
に
個
別
主
義
的
構
造
を
有
機
的
に
組
み
立
て
て
ゆ
く
能
方
は
、
彼
ら
の
天
賦
と
さ
え
観
察

さ
れ
え
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
特
性
は
各
地
の
華
僑
社
会
の
形
成
に
際
し
て
も
共
通
し
て
観
察
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
中
華
会
館
は
既
述
の
経
過
の
う
ち
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
通
り
、
広
東
省
の
西
南
部
地
方
、
す
な
わ
ち
広
州

府
と
肇
慶
府
の
両
府
の
出
身
者
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
名
は
中
華
会
館
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
体
は
広
州
・
肇
慶
両
府
の

連
合
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
「
広
肇
会
館
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
広
肇
の
両
府
か
ら
は
マ
ラ
ヤ
の
錫
鉱
区
へ
も
多
数
の

苦
力
労
働
者
の
進
出
を
み
て
い
た
が
、
今
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
に
お
け
る
「
広
肇
会
館
」
の
下
属
団
体
を
み
る
と
、
次
の
通
り
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

共
通
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
　
　
（
広
州
府
下
属
会
館
）
　
　
　
　
　
（
三
藩
市
該
当
会
館
名
）

　
　
南
海
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
南
海
・
西
樵
福
蔭
堂
同
郷
会
…
…
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
三
邑
会
館

　
　
番
禹
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
順
徳
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

　
　
東
安
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陽
和
会
館

　
　
中
山
同
郷
会
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
岡
州
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
岡
州
会
館
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台
山
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
寓
陽
会
館

　
　
赤
渓
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
人
和
会
館

　
　
会
甫
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

　
　
三
水
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
　
肇
慶
会
館

　
　
清
遠
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

　
　
　
　
（
肇
慶
府
下
属
会
館
）

　
　
高
要
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肇
慶
会
館

　
　
鶴
山
会
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
両
者
は
ほ
ぼ
符
合
す
る
が
、
台
山
系
の
余
姓
と
恩
平
・
開
平
両
県
人
の
連
合
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
「
合
和

会
館
」
に
該
当
す
る
も
の
が
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
で
は
み
い
だ
せ
な
い
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
会
畜
公
新
は
肇
慶
府
の
四
会
・
広
寓
両
県
人
出
身
の
女
子
労
働
者
団
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
広
州
府
属
に
な
っ
て

お
り
、
三
水
・
清
遠
は
広
州
府
属
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
は
肇
慶
会
館
に
便
宜
的
に
新
属
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
苦
下
の
相
違
点
を
除
け
ば
、
地
域
的
に
は
両
者
は
全
く
同
一
で
あ
っ
て
、
三
藩
市
中
華
総
会
館
（
俗
称
、
六
公
司
）
と
、

白
肌
削
か
肇
会
館
（
俗
称
、
大
公
司
）
は
同
様
な
実
体
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
名
は
三
藩
市
中
華
総

会
館
で
あ
っ
て
も
、
広
肇
会
館
の
実
体
を
具
備
し
て
い
る
。

　
海
上
商
人
を
主
体
と
す
る
福
建
偕
（
福
建
南
部
の
泉
涼
偕
）
の
商
人
寡
頭
支
配
の
特
性
と
は
対
照
的
に
、
苦
力
労
働
者
集
団
の
四

邑
（
台
山
・
新
会
・
恩
平
・
開
平
の
四
県
）
系
を
中
心
と
す
る
広
肇
帑
と
し
て
の
三
藩
市
中
華
総
会
館
の
構
造
に
は
、
よ
り
民
主
的
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・
平
等
的
・
大
衆
的
な
諸
特
性
が
浮
び
あ
が
っ
て
い
る
。
当
初
は
労
働
者
集
団
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
人
口
数
比
例
的
に
五
〇
〇
名
宛

に
任
期
一
年
の
商
董
を
選
出
し
、
計
五
五
名
で
董
事
全
、
す
な
わ
ち
評
議
部
を
構
成
す
る
。
右
に
つ
い
て
は
、
同
全
館
章
程
第
九
条

に
、
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
二
八
年
に
い
た
る
期
間
に
同
全
館
へ
登
録
費
を
結
め
た
全
員
数
に
比
例
し
て
、
選
出
董
事
数
を
定
め
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
評
議
部
は
次
の
執
行
部
の
議
案
に
対
し
て
複
決
権
を
も
っ
て
い
る
（
同
全
館
章
程
第
十
二
条
）
。

　
次
に
、
七
会
館
の
主
席
で
主
席
団
、
す
な
わ
ち
執
行
部
を
構
成
し
、
総
董
は
人
和
会
館
を
除
く
六
会
館
主
席
の
二
カ
月
輪
番
制
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
七
全
館
主
席
は
総
董
の
ほ
か
、
さ
ら
に
輪
番
で
華
文
書
記
・
司
理
員
・
理
数
員
の
地
位
に
つ
き
、
事

務
を
も
管
掌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
中
華
総
会
館
章
程
第
七
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
集
団
に
あ
り
が
ち
な
文
盲
の
暴
力
的
支

配
者
、
も
し
く
は
初
期
の
唐
人
街
を
跳
梁
し
た
い
わ
ゆ
る
斧
頭
仔
＝
‥
H
a
t
c
h
e
t
m
a
n
の
ご
と
き
は
、
主
席
国
に
参
加
す
る
資
格
に
欠

除
し
て
い
た
。
七
会
館
で
適
当
の
主
席
を
選
出
し
え
な
い
場
合
は
、
本
国
か
ら
平
常
徳
望
が
大
い
に
あ
っ
て
、
文
学
優
良
な
も
の
を

選
ん
で
招
聘
し
、
代
わ
っ
て
主
席
に
当
ら
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
同
会
館
章
程
第
八
条
）
。
そ
こ
に
は
商
人
寡
頭
支
配
を
醸
成
せ

し
め
る
に
い
た
る
傾
向
が
著
し
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
。

　
個
別
主
義
的
傾
向
の
つ
よ
い
華
僑
社
全
、
こ
と
に
カ
州
で
の
苦
力
労
働
者
の
人
的
集
団
相
互
間
の
金
鉱
区
を
め
ぐ
る
分
類
械
斗
、

つ
い
で
各
堂
会
日
‥
Ｔ
ｏ
ｎ
ｇ
の
斧
頭
仔
同
志
の
斗
争
‥
‥
‥
T
o
n
g
w
a
r
が
、
前
世
紀
か
ら
本
世
紀
初
頭
に
か
け
て
横
行
し
た
三
藩
市
の

唐
人
街
に
お
い
て
、
各
人
的
集
団
が
共
通
に
当
面
す
る
紛
争
、
そ
の
他
の
諸
問
題
処
理
の
た
め
上
位
に
集
成
団
体
を
結
成
す
る
場

合
、
人
口
数
比
例
・
輸
番
制
に
み
ら
れ
る
七
全
館
の
民
主
的
連
合
形
態
の
採
用
を
必
須
と
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
華
僑
社
会
に
普
遍
的
な
こ
の
連
合
形
態
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
太
平
洋
戦
争
の
末
期
に
毛
沢
東
（
潤
之
・
湘
南
省
湘
譚

人
、
当
時
、
中
央
委
員
会
主
席
、
1
5
9
3
Ｉ
）
が
一
九
四
五
年
四
月
の
中
共
七
全
大
会
で
「
論
連
合
政
府
」
（
一
九
四
五
・
四
・
二
四
発
表
）
を
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発
表
し
て
、
国
民
党
の
一
党
専
攻
に
反
方
し
て
、
各
党
・
各
派
・
無
党
・
無
派
の
代
表
人
物
を
包
括
す
る
通
合
性
民
主
的
正
式
政
府

の
確
立
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
二
七
年
七
月
の
武
漢
革
命
の
失
敗
後
、
毛
沢
東
が
農
業
革
命
方
末
を
採
用
し
、
戦
時
中
プ
ロ
レ
タ
リ
フ
の
指
導
す
る
民
主
主

義
革
命
と
社
会
主
義
革
命
の
二
段
階
革
命
方
末
と
し
て
の
新
民
主
主
義
革
命
を
「
新
民
主
主
義
論
」
（
一
九
四
○
・
一
・
一
五
脱
稿
）
の

報
合
の
う
ち
に
問
ら
か
に
し
、
ロ
シ
フ
の
十
月
革
命
の
相
違
す
る
毛
沢
東
路
線
を
形
成
せ
し
め
て
き
て
い
た
。
つ
い
で
、
戦
争
末
期

右
の
「
通
会
政
府
」
に
よ
り
、
四
億
通
い
農
民
・
数
千
万
の
手
工
業
者
・
数
百
万
の
労
働
者
・
そ
の
他
小
資
産
階
級
・
自
由
問
問
紳

全
・
愛
国
分
子
の
最
広
大
な
成
分
か
ら
な
る
中
国
社
会
の
実
情
に
通
合
す
る
統
一
戦
線
的
・
民
主
通
盟
的
国
家
制
度
と
し
て
の
通
合

政
府
形
態
の
採
用
を
主
張
し
て
、
独
自
の
毛
沢
東
路
線
を
完
成
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
。
ロ
シ
フ
の
十
月
革
合
が
都
市
に
お
け
る
労

働
者
に
よ
る
一
段
階
の
社
会
主
義
革
合
で
あ
り
、
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
の
通
合
政
府
を
排
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
フ
独
裁
が
当
初
か
ら
確
立
し

て
い
た
こ
と
と
は
、
全
く
対
照
的
な
中
国
社
会
の
情
勢
に
妥
当
し
た
革
命
方
式
を
採
用
し
て
い
っ
た
。
こ
の
特
殊
な
革
合
方
式
は
今

日
の
中
共
革
命
の
勝
利
へ
と
導
い
て
ゆ
く
主
要
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
作
用
し
て
い
た
。

　
た
だ
、
こ
の
農
業
革
命
・
新
民
主
主
義
革
命
・
通
合
政
府
の
特
殊
方
式
に
要
約
さ
れ
る
通
渡
期
の
毛
沢
東
路
線
は
一
九
五
七
年
を

画
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
し
て
翌
一
九
五
八
年
第
二
次
五
ヵ
年
計
画
の
問
始
と
と
も
に
、
人
民
公
社
・
大
躍
連
・
総
路
線
の
三
大
目

標
に
要
約
さ
れ
る
第
二
段
階
の
革
命
路
線
へ
と
ふ
み
き
ら
れ
て
い
っ
た
。
何
れ
に
も
せ
よ
、
初
期
の
毛
沢
東
路
線
の
成
功
の
背
景
に

は
通
合
政
府
形
態
を
採
用
し
た
こ
と
が
、
そ
の
主
要
な
一
要
因
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
会
体
の
な
か
の
個
の
立
場
を
つ
よ
く
固
守
す
る
中
国
人
社
会
の
複
雑
多
岐
な
個
別
主
義
的
構
通
か
ら
し
て
、
全
面
的
な
共
通
問
題

を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
各
団
体
の
個
別
的
立
場
を
保
守
す
る
連
合
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
を
必
至
と
し
て
い
た
。
各
地
の
華
僑
社
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会
の
構
造
に
右
の
特
性
は
判
然
と
識
別
さ
れ
、
三
藩
市
の
唐
人
街
社
会
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
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踏
　
陳
匡
民
編
著
「
美
洲
華
僑
通
鑑
」
紐
育
、
一
九
五
〇
年
刊
行
、
第
七
六
頁

　
　
叫
　
吉
隆
坡
「
広
肇
会
館
」
七
十
周
年
記
念
特
刊
、
一
九
五
七
年
、
第
九
二
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
客
家
と
本
地
の
械
斗

　
前
節
に
お
い
て
、
客
家
系
の
人
和
会
館
の
主
席
が
中
華
会
館
の
総
董
の
地
住
に
つ
け
な
い
こ
と
を
述
べ
た
際
、
客
家
と
本
地
系
と

の
間
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
。
本
節
で
右
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
略
説
し
て
お
こ
う
。

　
人
和
会
館
以
外
の
六
会
館
が
三
邑
・
四
邑
・
肇
慶
の
ご
と
く
出
身
府
県
別
の
地
域
団
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
客
家
は
特
定
の
府

県
に
限
定
さ
れ
な
い
で
、
広
東
省
の
東
北
部
か
ら
西
南
部
に
か
け
、
さ
ら
に
福
建
省
の
西
北
部
の
山
岳
地
帯
に
か
け
て
散
住
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
広
東
省
の
嘉
応
州
五
属
・
恵
州
十
属
・
潮
州
の
大
埔
・
豊
順
の
両
県
・
広
州
の
中
山
・
東
莞
・
宝
安
・
番
禹
・
増

城
・
台
山
・
赤
渓
等
の
諸
県
、
肇
慶
府
の
鶴
山
・
高
明
・
開
平
・
恩
平
・
陽
春
・
陽
江
等
の
諸
県
、
福
建
省
の
永
定
・
上
杭
の
両
県

等
に
散
居
し
て
い
る
。

　
右
の
う
ち
、
広
州
府
・
肇
慶
府
の
諸
県
（
広
州
府
属
赤
渓
県
を
除
く
）
で
は
「
客
家
」
と
「
本
地
」
は
混
住
し
て
い
る
が
、
そ
の

他
の
諸
県
は
純
然
た
る
客
家
の
み
の
居
住
す
る
い
わ
ゆ
る
「
純
客
住
県
」
で
あ
る
。

　
広
東
省
に
居
住
す
る
種
族
を
大
別
す
る
と
、
「
本
地
」
=
　
P
u
n
t
i
s
と
「
福
老
」
n
‥
H
o
k
l
o
s
（
鶴
老
・
学
老
と
も
書
く
）
と
「
客

家
」
I
H
a
k
k
a
s
｡

o
r
K
h
e
s
の
三
つ
と
な
る
。
何
れ
も
も
と
中
原
の
漢
民
族
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
種
別
を

生
ぜ
し
め
た
主
要
要
因
は
、
漢
民
族
の
南
遷
の
歴
史
に
お
け
る
時
期
と
経
路
の
相
違
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
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い
わ
ゆ
る
「
本
地
」
系
は
「
客
家
」
系
に
比
較
し
て
そ
の
中
原
か
ら
の
南
遷
が
先
行
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
先
住
民
は

「
本
地
」
と
よ
ば
れ
、
後
宋
の
新
住
民
は
「
客
家
」
と
よ
ば
れ
る
に
い
た
っ
た
。
「
福
老
」
系
は
客
家
と
同
様
後
宋
の
福
建
省
を
経

由
し
て
広
東
省
に
移
住
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
居
住
地
域
が
潮
州
で
あ
り
、
そ
の
言
語
の
声
音
に
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
の
な
い

こ
と
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
今
日
で
は
湖
州
六
‥
‥
Ｉ
Ｔ
ｅ
ｏ
ｃ
ｈ
ｉ
ｕと
し
て
し
ら
れ
て
い
る
。

　
劉
儀
賓
の
説
に
よ
れ
ば
、
本
地
系
の
広
東
省
へ
の
進
出
の
第
一
期
は
秦
漢
時
代
に
間
始
し
、
そ
の
第
二
期
は
東
晋
の
五
溯
の
乱
に

始
ま
り
、
第
三
期
は
唐
宋
の
黄
巣
の
乱
の
時
期
で
あ
り
、
第
四
期
は
宋
末
・
元
初
と
さ
れ
て
い
る
。
「
客
家
」
と
「
福
老
」
の
第
一

次
南
遷
を
、
「
本
地
」
の
第
二
次
南
遷
の
時
期
に
該
当
せ
し
め
て
い
る
。
本
地
の
分
布
地
域
は
広
州
府
を
中
心
と
し
、
広
府
語
を
標

準
と
し
て
お
り
、
広
東
省
総
人
口
の
少
く
と
も
六
〇
％
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
福
老
」
は
福
建
省
を
へ
て
広
東
省
に
移
住
し
て
き
た
こ
と
か
ら
し
て
、
言
語
・
習
俗
が
広
東
省
よ
り
も
福
建
省
南
部
の
そ
れ
に

近
似
す
る
こ
と
か
ら
「
福
老
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
福
老
の
南
遷
は
客
家
と
ほ
ぼ
同
じ
く
東
晋
の
五
胡
の
乱
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
「
福
老
」
は
カ
州
へ
の
進
出
を
み
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
て
お
く
。

　
客
家
の
南
遷
‥
‥
‥
「
客
家
」
の
南
遷
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
み
ら
れ
る
が
、
罹
香
林
の
そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
「
第
一
期
」
は
東
晋

か
ら
隋
唐
に
い
た
る
期
間
で
あ
っ
て
、
陝
西
・
山
西
・
河
北
・
河
南
・
山
東
・
安
徽
等
の
諸
省
に
居
住
し
て
い
た
漢
民
族
が
北
方
民

族
の
侵
冦
に
よ
り
流
転
し
、
支
配
者
層
の
太
冠
の
徒
は
楊
子
江
の
南
北
へ
の
避
難
、
い
わ
ゆ
る
「
渡
江
」
と
な
り
、
衣
冠
の
避
難
と

併
行
し
て
、
一
般
庶
民
の
そ
れ
は
流
人
と
し
て
荊
州
か
ら
漸
次
南
下
し
て
漢
水
の
流
域
か
ら
湖
南
の
洞
庭
湖
区
域
に
移
り
、
そ
の
一

支
派
は
さ
ら
に
遠
く
広
西
省
東
部
に
ま
で
南
遷
を
み
た
。
さ
ら
に
、
他
の
一
支
派
は
安
徽
・
河
南
・
湖
北
・
江
南
・
江
蘇
の
諸
地

方
、
つ
い
で
郵
陽
湖
か
ら
辞
江
を
溯
っ
て
江
西
の
南
部
と
福
建
の
辺
境
地
方
へ
移
動
し
た
。
第
三
の
支
派
は
江
蘇
の
南
部
か
ら
太
湖
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に
沿
っ
て
、
浙
江
と
福
建
の
北
部
に
移
住
し
た
。

　
「
第
二
期
」
は
唐
宋
黄
巣
の
乱
（
８
７
５
-
８
８
4
）
に
際
し
て
、
河
南
・
安
徴
か
ら
江
西
を
へ
て
福
建
南
部
へ
の
移
動
と
、
さ
ら
に
江

西
北
部
と
中
部
か
ら
江
西
南
部
、
も
し
く
は
福
建
南
部
、
も
し
く
は
広
東
の
北
部
へ
の
移
動
を
み
た
。
「
第
三
期
」
は
南
宋
の
高
宗

の
南
渡
の
後
、
福
建
南
部
か
ら
広
東
の
東
部
と
北
部
へ
移
動
し
た
。
「
第
四
期
」
は
宋
末
か
ら
明
代
に
お
よ
び
、
広
東
省
内
部
の
東

部
か
ら
北
部
・
中
部
に
移
り
、
ま
た
四
川
東
部
・
中
部
か
ら
広
西
に
分
布
し
、
さ
ら
に
広
東
嘉
応
州
客
家
は
台
湾
の
彰
化
・
嘉
義
・

鳳
山
の
各
県
に
進
出
し
た
。
別
に
、
江
西
と
福
建
南
部
か
ら
江
西
の
西
部
へ
と
移
動
し
た
。
こ
の
期
の
移
動
は
清
代
の
康
煕
・
乾
隆

時
代
に
ま
で
継
続
を
み
た
。
「
第
五
期
」
で
は
、
乾
隆
・
嘉
慶
以
後
広
東
に
お
け
る
客
家
は
東
部
か
ら
西
遷
を
起
し
、
西
部
の
台
山
・

開
平
・
四
会
の
一
帯
の
耕
作
地
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
、
本
地
系
と
の
対
立
が
激
化
し
、
咸
豊
四
年
（
1
8
5
4
）
か
ら
「
西
路
事
件
」
と

し
て
の
客
家
と
本
地
と
の
械
斗
（
1
８
５
４
-
1
８
６
７
）
が
展
開
さ
れ
た
。
西
路
か
ら
さ
ら
に
広
東
の
西
南
部
、
つ
い
で
海
を
こ
え
て
海
南

島
へ
の
移
動
を
み
た
。

　
以
上
は
、
羅
香
林
の
「
客
家
」
の
南
遷
に
開
す
る
説
の
要
約
で
あ
り
、
「
本
地
」
よ
り
一
期
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
「
客
家
」
の
名
称
は
遅
れ
て
進
出
し
た
新
来
移
在
民
に
対
す
る
呼
称
で
あ
っ
た
。
広
東
省
の
客
家
は
、
本
地
系
が
先
拠
し

て
い
る
平
地
の
残
余
に
居
住
す
る
以
外
は
、
多
く
は
不
耗
の
山
地
に
居
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
山
地
人
」
と
も
呼
称
さ

れ
て
い
た
。

　
西
路
事
件
ｎ
‥
こ
こ
に
問
題
は
客
家
南
遷
の
最
後
の
第
五
期
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
西
路
事
件
で
あ
っ
た
。
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
六

七
年
に
い
た
る
広
東
省
の
西
部
の
新
衡
へ
現
在
名
、
台
山
）
・
開
平
・
恩
平
・
鶴
山
・
高
明
等
ア
メ
リ
カ
華
僑
の
出
身
諸
県
で
「
本
地
」

と
「
客
家
」
と
の
間
に
展
開
さ
れ
た
械
斗
、
す
な
わ
ち
西
路
事
件
の
惨
禍
は
「
赤
渓
開
県
事
紀
」
の
記
録
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
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る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
後
十
四
ヵ
年
間
に
わ
た
っ
て
、
一
〇
〇
余
万
人
の
殺
戮
と
数
千
村
の
焼
失
を
み
た
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
羅
香
林
に
よ
れ
ば
、
右
の
一
〇
〇
余
万
の
死
傷
者
数
は
不
正
確
で
あ
っ
て
、
双
方
死
傷
者
数
を
客
家
三
〇
万
、
本
地
二
〇
万
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

計
五
〇
万
程
度
と
推
計
し
て
い
る
。

　
客
家
南
遷
の
第
五
期
に
お
い
て
、
広
東
省
の
東
部
の
恵
州
・
潮
州
・
嘉
応
州
方
面
の
客
家
は
、
さ
ら
に
西
部
の
広
州
府
属
の
新
蜜

　
（
現
在
名
、
台
山
）
、
肇
慶
府
属
の
鶴
山
・
高
明
・
開
平
・
恩
平
・
陽
春
・
陽
江
等
の
州
県
へ
移
住
開
墾
、
も
し
く
は
商
業
に
従
事

し
、
本
地
系
と
雑
居
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
広
肇
系
の
土
語
は
複
雑
で
、
た
と
え
ば
三
邑
と
四
邑
の
そ
れ
が
一
致
を
み
な
い
が
、

客
家
語
は
さ
ら
に
北
方
の
音
韻
を
残
存
せ
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
地
側
か
ら
の
岐
視
感
を
深
め
ら
れ
て
、
と
く
に
新
来
者
と

し
て
「
客
家
」
と
呼
称
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
右
の
土
語
の
相
違
の
ほ
か
に
、
客
家
は
新
来
者
で
あ
っ
て
、
漸
く
不
利
な
山
間
僻
地
を

占
拠
し
う
る
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
男
女
と
も
堅
忍
耐
労
性
に
す
ぐ
れ
、
か
つ
独
立
の
気
風
に
富
ん
で
い
た
。
土
着
の

本
地
と
は
容
易
に
同
化
し
な
い
で
、
彼
此
の
感
情
に
扞
格
と
猜
疑
を
生
ぜ
し
め
て
い
た
。
そ
こ
に
は
華
僑
社
会
固
有
の
個
別
主
義
的

特
性
が
と
く
に
つ
よ
く
浮
び
上
っ
て
い
た
。
西
路
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
華
僑
の
大
半
の
出
身
県
の
新
常
（
台
山
）
に
つ
い
て
み
る
と
客
家

は
三
十
万
に
達
し
、
同
県
の
人
口
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
を
占
め
て
い
た
。
土
客
の
械
斗
で
あ
る
西
路
事
件
は
、
新
衡
県
を
中
心
と
し
て

そ
の
周
辺
の
各
県
に
蔓
延
し
て
い
っ
た
。

　
こ
こ
に
い
う
西
路
事
件
の
発
端
は
、
咸
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
土
着
の
紅
巾
の
賊
が
恩
平
県
に
起
る
と
と
も
に
、
官
府
側
は
「
客

勇
」
（
客
家
の
義
勇
兵
）
を
募
集
し
、
白
旗
を
つ
け
し
め
て
、
紅
旗
の
土
着
の
本
地
系
を
主
体
と
す
る
紅
巾
の
土
匪
を
防
守
せ
し
め

た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
客
勇
の
官
軍
協
力
は
、
土
客
の
対
立
を
激
化
せ
し
め
た
。
客
家
は
官
府
に
迫
っ
て
土
属
の
土
地
を
剥
削
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
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各
県
の
土
属
の
本
地
系
は
連
合
し
て
「
仇
客
分
声
」
の
呼
号
の
も
と
に
、
客
家
語
を
話
す
も
の
を
敵
と
し
て
こ
れ
を
殺
掠
し
た
。
こ

れ
に
対
す
る
客
家
側
の
報
復
の
繰
返
し
と
と
も
に
、
両
者
の
械
斗
（
器
械
‥
‥
―
武
器
を
も
っ
て
の
斗
争
）
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
十

四
年
間
に
お
け
る
そ
の
回
数
は
、
一
、
一
○
○
回
に
お
よ
び
、
双
方
の
死
者
数
は
前
述
の
ご
と
く
一
〇
〇
万
か
ら
少
く
と
も
五
〇
万

に
達
し
、
双
方
の
墳
墓
す
ら
が
破
毀
さ
れ
た
。
こ
の
広
東
西
路
の
械
斗
に
際
し
て
、
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
は
、
「
堂
・
局
」
や

「
同
姓
団
体
」
で
あ
っ
た
。
四
邑
の
各
県
の
土
属
の
村
落
は
斗
争
団
体
と
し
て
の
「
局
」
も
し
く
は
「
堂
」
を
設
置
し
て
董
事
を
公

挙
し
、
壮
丁
な
い
し
は
匪
賊
を
募
集
し
て
、
吸
血
会
盟
の
上
銅
鑼
を
鳴
ら
し
、
隊
伍
を
整
え
て
滅
客
の
斗
争
に
出
陣
し
た
。
た
と
え

ば
、
新
宿
県
の
潭
渓
都
の
安
良
堂
（
局
）
、
海
晏
の
捷
勝
局
、
開
平
県
の
元
勝
堂
の
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
客
家
側
で
は
局
や

団
の
結
成
の
ほ
か
ヽ
大
族
聚
居
の
傾
向
が
あ
っ
て
、
同
姓
村
落
団
体
が
同
様
の
役
割
を
果
し
て
い
た
・
開
・
恩
二
県
に
は
東
山
局
や

福
同
団
が
組
織
さ
れ
た
。
客
家
の
村
落
の
多
く
は
同
姓
村
落
で
あ
り
、
た
と
え
ば
西
路
の
零
潭
は
温
姓
、
単
竹
は
朱
姓
、
堀
橋
は
余

姓
、
大
湖
山
が
林
・
謝
姓
、
深
井
が
鄭
姓
等
の
ご
と
く
一
、
一
〇
〇
村
に
も
の
ぼ
る
そ
の
多
く
は
何
れ
も
同
姓
村
落
で
あ
っ
た
。
西

路
の
械
斗
に
よ
る
兵
刃
と
、
病
疫
に
た
お
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
さ
ら
に
捕
わ
れ
の
客
家
青
年
男
子
の
ご
と
き
は
、
南
米
の
ぺ
ル
ー
・

キ
ュ
ー
バ
へ
の
苦
力
、
い
わ
ゆ
る
猪
仔
と
し
て
売
り
と
ば
さ
れ
た
も
の
ニ
ー
三
万
に
さ
え
達
し
た
。
そ
の
帰
国
し
た
も
の
は
一
〇
〇

の
う
ち
一
ー
二
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
か
・
こ
の
結
果
ヽ
同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
当
時
で
は
開
平
・
恩
平
・
新
寓
諸
県
の
西
路
一
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

に
は
客
家
の
足
跡
を
み
な
く
な
り
、
そ
の
土
地
財
産
は
土
属
の
仙
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　
官
府
側
で
は
、
西
路
の
は
て
し
な
い
械
斗
の
終
息
を
望
ん
で
、
民
間
側
の
紳
董
達
と
協
商
し
、
「
息
斗
連
和
」
の
布
告
を
だ
し
、

と
く
に
も
っ
と
も
斗
争
の
激
化
を
み
て
い
た
新
衡
一
県
に
つ
い
て
、
「
土
客
分
治
」
と
「
以
産
換
産
」
の
方
針
を
た
て
た
。
右
に
し

た
が
っ
て
、
同
治
六
年
（
一
八
六
七
）
四
月
十
六
日
土
客
連
和
の
告
示
が
巡
撫
か
ら
だ
さ
れ
た
。
嫌
疑
者
の
釈
放
、
武
器
の
官
府
へ
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の
引
渡
し
、
連
和
に
よ
る
以
産
換
産
方
針
に
よ
り
、
赤
渓
の
曹
沖
・
田
頭
・
磅
碍
・
銅
鼓
・
五
堡
所
属
の
田
地
家
屋
は
す
べ
て
客
家

側
の
耕
作
と
管
理
に
帰
し
、
他
方
新
富
県
北
部
の
沖
蕭
・
那
扶
・
深
井
・
大
門
・
三
合
・
大
山
・
嶐
崗
等
の
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
土

属
の
本
地
側
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
た
。

　
そ
れ
と
と
も
に
、
右
の
客
家
の
専
住
地
帯
に
「
赤
渓
庁
」
が
創
設
さ
れ
、
西
路
事
件
の
一
段
落
を
み
た
。
土
客
混
住
を
さ
け
て
客
家

の
専
在
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
「
赤
渓
庁
」
は
中
央
政
府
の
直
轄
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
民
国
元
年
（
一
九
二
一
）
庁
を
廃
し
て
「
赤

渓
県
」
に
改
め
ら
れ
て
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。

　
マ
ラ
ヤ
に
お
け
る
本
地
と
客
家
の
械
斗
‥
‥
―
上
述
の
西
路
事
件
と
は
、
若
干
の
時
斯
の
お
れ
を
み
て
、
本
地
と
客
家
の
械
斗
は
、
マ

ラ
ヤ
の
ペ
ラ
州
ラ
■
＾
　
-
　
=
　
L
a
r
u
t
の
錫
鉱
区
に
も
波
及
し
て
い
た
。
械
斗
の
目
標
と
な
っ
た
ラ
ル
ー
錫
鉱
区
は
マ
レ
ー
人
の
ロ
ン
グ

　
・
ジ
ャ
フ
ァ
ー
ル
=
L
o
n
g

J
a
f
a
a
r
に
よ
’
・
て
発
見
さ
れ
、
一
八
五
〇
年
ク
リ
ア
ン
・
パ
ウ
=
　
K
l
i
a
n

P
a
u
h
（
現
在
の
T
a
i
p
i
n
g
)

と
、
ク
リ
ア
ン
・
バ
ル
ｌ
=

K
l
i
a
n
B
a
h
a
r
u
（
現
在
の
K
a
m
u
n
t
i
n
g
）
錫
鉱
区
が
、
彼
の
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
ペ
ラ
・
ス
ル

タ
ン
を
し
て
承
認
せ
し
め
た
。
ジ
ャ
フ
ァ
ー
ル
と
そ
の
子
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
=
　
I
b
r
a
h
i
m
の
父
子
は
た
だ
錫
鉱
税
の
徴
収
の
み
に
甘
ん

じ
、
錫
鉱
業
の
経
営
は
専
ら
華
僑
に
委
ね
て
い
た
。
ラ
ル
ー
地
区
に
進
出
し
た
華
僑
の
間
に
前
述
の
ご
と
き
会
党
の
組
織
が
あ
っ

、
た
。
ラ
ル
ー
錫
鉱
区
の
北
部
の
ク
リ
ア
ン
・
バ
ル
ー
地
区
は
四
邑
帑
の
組
織
す
る
義
興
公
司
、
ま
た
は
天
地
会
‥
‥
n
T
r
i
a
d

b
o
c
i
e
t
y

の
勢
方
範
囲
で
あ
り
、
南
部
の
ク
リ
フ
ン
・
パ
ウ
地
区
は
客
家
帑
の
組
織
す
る
海
山
公
司
、
ま
た
は
大
伯
公
公
会
‥
‥
ぃ
T
o
h

P
e
h

i
v
o
n
g
s
o
s
e
｛
ｙ
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
。
義
興
公
司
の
首
領
は
四
邑
偕
の
蘇
亜
昌
=
　
S
o

A
h
c
h
i
a
n
g
で
あ
り
、
海
山
公
司
は

必
ず
し
も
す
べ
て
が
客
家
で
は
な
か
っ
た
が
、
客
語
系
の
鉱
山
労
働
者
を
主
体
と
し
、
そ
の
首
領
は
客
家
祭
の
鄭
景
貴
口
‥
c
n
a
n
g

K
e
n
g

K
w
ｅ
ｅ
で
あ
っ
た
。

120



　
匹
邑
に
つ
い
て
は
ぺ
ラ
政
庁
の
報
告
に
は
、
b
i
n

J
N
e
n
g
　
=
新
衝
’
　
S
i
n
W
h
e
e
-
新
会
、
b
e
o
w

I
v
e
n
g
―
肇
慶
（
^
･
）
　
W
h
e
e

C
h
e
w
　
―
恵
州
（
？
・
）
と
し
て
い
る
が
、
右
は
明
ら
か
に
新
蜜
（
台
山
）
・
新
会
・
開
平
・
恩
平
の
四
県
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
官
吏

が
華
僑
側
か
ら
欺
瞞
的
報
告
を
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
海
山
に
つ
い
て
は
c
h
e
n
g

S
i
a
　
=
増
城
、

（
？
・
）
P
o
o
n

S
a
y
n
‥
番
禹
（
？
）
S
o
o
n
T
e
r
a
順
徳
、
ﾂ
F
∃
H
y
e
日
日
南
海
、
T
o
n
g

Q
u
a
n
=
東
莞
の
五
県
と
し
て
報
告
さ
れ

て
い
る
が
、
前
二
者
は
不
明
で
あ
る
。
南
海
・
番
馬
・
順
徳
の
三
邑
―
汐
ロ
ペ
に
Ｉ
に
東
莞
そ
の
他
の
一
県
が
結
合
し
て
い
る
よ

う
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
四
邑
の
場
合
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
同
様
そ
の
ま
ま
信
頼
さ
れ
え
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
ペ
ナ
ン

の
甲
必
丹
鄭
景
貴
を
首
領
と
す
る
客
家
都
…
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
真
相
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ラ
ル
ー
地
区
の
海
山
は
も
と
広
府
県
で
あ
っ
た
が
、
一
八
四
五
－
六
〇
年
頃
か
ら
構
成
を
一
変
し
、
漸
次
客
家
系
と
な
り
、
シ
ソ

ガ
ポ
’
・
‐
・
ル
の
そ
れ
は
義
福
=
　
G
h
e
e
H
o
r
（
一
八
三
〇
―
九
〇
年
）
、
ペ
ナ
ン
の
そ
れ
は
大
伯
公
H
‥
T
o
k
o
n
g

S
o
c
i
e
t
y
(
T
o
kP
e
l

K
o
n
g
）
（
一
八
四
四
―
六
七
年
）
と
呼
称
し
、
何
れ
も
今
日
ま
で
洪
門
系
の
秘
密
結
社
の
三
点
会
と
し
て
し
ら
れ
て
い
る
。
華
僑
経

済
、
第
一
巻
、
第
二
期
「
馬
来
錫
鉱
業
興
華
僑
」
に
は
大
伯
公
会
の
会
員
は
大
半
関
南
泉
州
五
県
人
よ
り
な
り
、
首
領
は
客
家
の
鄭

景
貴
と
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
セ
ル
も
ペ
ナ
ン
の
大
伯
公
公
会
は
広
府
県
の
義
興
に
敵
意
あ
る
五
―
六
、
〇
〇
〇
六
の
福
建
人
に
よ
り

組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
当
時
ぺ
ナ
ン
に
は
華
南
械
斗
風
俗
の
発
源
地
と
い
わ
れ
る
泉
涼
両
州
出
身
の
福
建

偕
が
勢
力
を
占
め
、
有
名
な
ア
サ
ハ
ン
煙
草
栽
培
苦
カ
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
っ
た
海
澄
県
出
身
の
邱
天
徳
‥
ふ
{
h
o
o
T
h
r
n
T
Q
k
が

新
江
社
邱
氏
公
司
を
組
織
し
同
族
聚
居
の
も
と
に
方
づ
よ
い
存
在
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
同
県
出
身
の
陽
氏
・
謝
氏
・
林
氏
・

陳
氏
等
の
大
姓
が
相
集
ま
っ
て
福
建
公
司
を
組
織
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ル
ー
に
お
け
る
海
山
の
構
成
分
子
は
大
部
分
客
家

で
あ
っ
た
が
、
ぺ
ナ
ン
で
は
反
義
興
系
の
福
建
偕
が
客
家
偕
と
連
繋
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
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ラ
ル
ー
錫
鉱
区
に
お
け
る
両
公
司
の
械
斗
は
一
八
六
二
年
（
同
治
元
年
）
賭
博
問
題
が
契
機
と
な
っ
て
火
蓋
が
き
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
同
年
ク
リ
フ
ン
・
パ
ウ
鉱
区
の
海
山
党
の
賭
場
に
閣
入
し
た
義
興
党
人
十
四
名
の
う
ち
十
三
名
が
逮
捕
処
刑
さ
れ
た
こ
と
が

端
緒
と
な
り
両
党
の
械
斗
が
開
始
さ
れ
た
。
ラ
ル
ー
の
酋
長
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
は
機
会
主
義
者
で
あ
っ
て
、
優
勢
な
海
山
党
に
加
担
し
、

義
興
公
司
の
首
領
蘇
亜
昌
を
死
刑
に
処
し
、
義
興
党
人
全
部
を
ラ
ル
ー
鉱
区
外
に
放
遂
し
た
。
右
の
事
件
は
義
興
側
か
ら
海
峡
植
民

地
政
府
に
提
訴
せ
ら
れ
、
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
が
義
興
公
司
に
損
害
賠
償
一
万
七
千
弗
余
支
払
う
こ
と
に
よ
り
一
応
落
着
し
た
。
そ
の
後
両

党
の
械
斗
は
ペ
ナ
ン
に
移
っ
て
広
府
系
の
天
地
会
と
、
福
建
系
の
大
伯
公
と
の
間
に
、
一
八
六
七
年
ぺ
ナ
ン
騒
動
=
　
P
e
n
a
n
g

r
i
o
t

の
勃
発
を
み
た
。
陸
佑
が
ぺ
ラ
州
に
進
出
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
年
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
一
八
七
一
年
ぺ
ラ
・
ス
ル
タ
ン
の
継

承
に
関
連
し
て
、
両
公
司
の
械
斗
が
再
燃
し
た
。
ス
ル
タ
ン
候
補
者
の
ラ
ヤ
・
ア
ブ
ド
ラ
=
　

R
a
y
a
A
b
d
U
1
1
a
側
の
白
旗
党
―

W
h
i
t
eF
l
a
g
は
義
興
党
を
支
持
し
、
そ
の
競
争
相
手
の
ラ
ヤ
・
イ
ス
マ
イ
ル
＝
Z
Q
l
r
日
L
側
の
赤
旗
党
＝
Z
a
d
l
品
側
は
海

山
党
に
く
み
し
た
。
本
国
の
西
路
事
件
で
は
本
地
の
四
邑
が
赤
旗
で
、
客
家
が
白
旗
で
あ
っ
た
が
、
マ
ラ
ヤ
で
は
そ
の
逆
と
な
っ
て

い
た
。
同
年
三
月
義
興
党
側
は
海
山
を
破
り
、
ク
リ
ア
ン
・
パ
ウ
鉱
区
を
占
領
し
た
が
、
同
年
十
月
に
は
海
山
の
急
襲
の
た
め
大
敗

北
を
喫
し
、
ぺ
ナ
ン
ヘ
敗
退
す
る
等
混
戦
の
状
態
に
あ
っ
た
。
翌
一
八
七
三
年
に
は
海
土
戦
に
移
り
械
斗
の
大
規
模
化
を
み
る
と
と

も
に
、
海
峡
植
民
地
政
府
は
従
来
の
不
干
渉
策
を
一
擲
し
て
、
新
総
督
ア
ン
ド
ル
ー
・
ク
ラ
ー
ク
=
　
S
i
r

A
n
d
r
e
w
c
l
a
r
k
e
は
一

八
七
四
年
一
月
両
党
の
首
領
、
な
ら
び
に
マ
レ
ー
人
の
最
高
幹
部
を
パ
ン
コ
ー
･
＾
　
=
　
P
a
n
g
k
o
r
に
招
致
し
て
善
後
会
議
を
開
き
、
い

わ
ゆ
る
バ
ン
コ
ー
ル
条
約
を
締
結
せ
し
め
た
。
そ
の
結
果
、
ラ
ル
ー
は
南
北
両
区
に
分
割
さ
れ
、
北
部
鉱
区
の
ク
リ
ア
ン
・
パ
ル
ー

は
義
興
の
採
掘
、
南
部
の
ク
リ
ア
ン
・
パ
ウ
は
海
山
の
勢
力
範
囲
と
し
、
後
者
地
区
は
永
久
平
和
を
意
味
す
る
た
め
太
平
Ｈ
‥
T
a
-

p
i
n
ｇ
と
改
名
さ
れ
た
。
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当
時
の
フ
フ
ヤ
の
械
斗
の
基
本
的
方
立
は
四
邑
系
の
天
地
会
と
、
福
客
両
偕
系
の
大
伯
公
と
の
間
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
か
ら
ぺ
ナ
ン
に
ま
で
お
よ
び
、
ラ
ル
ー
錫
鉱
区
を
め
ぐ
っ
て
も
っ
と
も
激
烈
に
そ
の
燃
焼
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
力
州
に
お
け
る
本
地
と
客
家
の
械
斗
９
本
国
の
西
路
事
件
、
フ
フ
ヤ
の
ラ
ル
ー
錫
鉱
区
を
め
ぐ
る
義
興
・
海
山
画
公
司
の
械
斗
と

さ
ら
に
時
を
同
じ
く
し
て
カ
州
の
金
鉱
区
に
お
い
て
も
、
本
地
と
客
家
と
の
間
の
械
斗
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
華
僑
の
カ
州
進
出
と

同
時
に
、
一
八
五
〇
年
に
は
広
州
偕
と
香
港
偕
と
の
間
に
小
規
模
の
械
斗
が
あ
っ
た
。
つ
い
で
、
一
八
五
四
年
ト
ウ
ル
ム
ン
県
ａ

Ｔ
呂
‘
m
ｺ
e
c
o
呂
{
y
の
ス
テ
ニ
ス
ラ
ウ
ス
河
―
　
S
t
a
n
i
s
l
a
u
s

R
i
v
e
r
附
近
の
各
地
区
に
お
け
る
華
僑
採
金
者
は
二
、
〇
〇
〇
余

人
を
算
し
て
い
た
が
、
三
邑
（
南
海
・
番
禹
・
順
徳
の
三
県
）
会
館
人
と
人
和
（
客
家
）
会
館
人
と
の
間
に
械
斗
の
発
生
を
み
た
。

こ
の
場
合
、
同
じ
く
本
地
で
あ
っ
て
も
、
四
邑
系
で
な
く
三
邑
系
で
あ
っ
た
が
、
三
邑
は
二
、
二
〇
〇
人
、
客
家
の
六
和
は
九
〇
〇

人
を
動
員
し
て
、
そ
の
結
果
、
死
傷
者
数
は
六
名
、
三
邑
は
四
万
ド
ル
、
人
和
は
二
万
ド
ル
を
こ
の
械
斗
に
費
消
し
て
い
た
。

　
右
の
ほ
か
、
カ
州
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
「
堂
会
」
の
斗
争
が
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
盛
行
を
み
た
こ
と
で
あ
る
。
西
路

事
件
で
、
本
地
系
が
壮
丁
を
募
集
し
て
「
堂
・
局
」
を
組
織
し
て
、
吸
血
会
盟
の
上
武
力
斗
争
を
試
み
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
局
は
堂
と
も
呼
称
さ
れ
た
が
、
同
様
な
い
わ
ゆ
る
斧
頭
仔
を
擁
す
る
秘
密
結
社
組
織
と
し
て
の
「
堂
」
u
‥
T
o
n
g
s
が

カ
州
で
で
も
、
華
僑
労
務
者
の
進
出
と
同
時
に
一
八
五
二
年
成
立
の
「
広
徳
堂
」
を
嘴
矢
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
右
の
「
堂
」
に
つ

い
て
は
さ
ら
に
後
節
で
詳
述
す
る
が
、
本
国
に
お
け
る
土
客
の
械
斗
と
同
様
な
住
り
方
で
、
カ
州
で
で
も
終
始
小
規
模
な
堂
を
め
ぐ

る
械
斗
が
繰
返
え
さ
れ
て
い
た
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
本
国
に
お
け
る
稲
作
農
業
に
お
け
る
対
立
、
海
外
で
は
本
地
と
同
様
客
家
も
、
鉱
山
鉄
道
建
設
等
の
重
労
働
者

と
し
て
も
、
競
合
的
立
場
で
、
マ
ラ
ヤ
の
錫
鉱
区
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
金
鉱
区
等
で
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
経
済
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的
・
社
会
的
対
立
関
係
に
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
言
語
の
声
音
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
し
て
「
仇
客
分
声
」
の
風
潮
が
勢
い
を
え
て
内

外
各
地
に
波
及
を
み
て
い
た
。
広
東
省
へ
南
遷
し
て
き
た
客
家
が
、
さ
ら
に
同
省
内
で
東
部
か
ら
西
部
へ
移
動
す
る
と
と
も
に
、
西

路
で
広
肇
帑
系
の
本
地
と
対
立
関
係
を
深
め
、
混
信
を
さ
け
て
、
客
家
専
住
の
赤
渓
県
が
創
設
さ
れ
、
マ
ラ
ヤ
で
は
ぺ
ラ
州
以
下
が

イ
ギ
リ
ス
の
保
護
領
下
に
帰
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
カ
州
で
で
も
、
前
述
の
三
藩
市
中
華
総
会
館
の
総
董
の
輪
番
制
か
ら
七
会
館
の

う
ち
、
客
家
の
人
和
会
舘
代
表
の
み
が
終
始
排
除
さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
そ
の
会
員
数
の
少
数
で
あ
る
ほ
か
、
如
上
の
よ
う
な
歴

史
的
経
過
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
華
僑
社
会
の
個
別
主
義
的
特
性
を
み
す
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
な
経
過
は
台
湾
に
お
い
て
も

み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
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